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て 徳
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特
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東豆

議年
告人、
音量柿

叢
第
二
十
六
容

第

競

(
掴
趨
師
自
主
措
盛
鵠

昭
和
三
年
一
月
後
行

論

叢

法
人
に
闘
す
る
重
複
課
税
の
問
題

神

戸

正

雄

縛
首

卒
論
。
目
的

第

段

}

)

)

h

 

法
人
軍
複
謀
組
問
題
と
所
得
結
(
↑
庇
掃
枕
日
日
比
他
山
一
商
枕
日
刊
他
人
の
か
に
闘
す
る
枕
且
法
人

m
b
に
闘
す
る
耽
の
約
人
に
も
法
人
に
も

{

{

 

闘
す
る
枇
)

第

五茸

法
人
重
視
課
結
。
首
奇

其

法
人
一
一
時
世
唱
曲
川
一
民
封
一
耐
と
其
批
判
(
付
所
得
及
所
得
枕
自
性
質
上
川
差
品
川
其
批
判
凸
曲
カ
原
則
及
誠
一
時
技
術
上
川
其
世
刷
共
批
判
凸
随

時
紐
済
上
九
川
其
揖
印
共
批
判
)

其
ニ
法
人
軍
複
謀
袷
賛
成
論
「
判
所
得
。
性
質
上

ω所
得
抵
の
伸
一
質
上
同
拙
-
刀
原
則
上
倒
閣
民
経
済
上
旬
赴
曾
政
策
上
刈
課
和
技
術
上
心
法
人

-

{

 

箇
人
双
方
に
て
申
謀
柑
伯
選
む
べ
き
理
山
間
出
入
筒
人
双
方
に
で
の
課
枕
回
避
〈
べ
か
ら
ざ
る
若
干
由
民
嗣
)

結
論
(
全
文
白
羽
旨
}

諭

設

接
人
に
闘
ナ
る
重
視
臨
枕
自
問
姐

第
二
十
大
巷

第

鵠

."-_. ・..'.; 



第
二
十
六
番

} 

部

批

論

議

法
人
に
闘
す
る
重
概
観
拾
の
問
題

緒

マ
日

我
闘
の
所
待
枕
は
法
人
所
得
に
つ
い

τは
、
嘗
初
は
会
〈
法
人
に
就
い
て
の
み
諒
税
し
て
居
た
の
で
あ

ρ
た

が
、
大
正
九
年
の
大
改
正
仁
際
し
・
法
人
よ
ち
の
配
嘗
に
し

τ筒
人
の
所
得
ピ
な
る
も
の
に
も
、
他
の
筒
入
所
得

正
綜
合
し
て
(
尤
も
四
割
控
除
の
特
典
を
以
て
)
課
税
す
る
こ
芭
に
な
っ
て
、
其
ご
同
時
に
法
人
に
於
て
課
税
す
る

事
を
獲
し
た
か
ら
し
て
、
少
〈
正
も
法
人
の
配
嘗
に
つ
い
て
は
、
注
入
ご
箇
人
ご
で
二
重
に
課
税
せ
ら
る
、
こ
ご

に
な
っ
た
ご
も
見
ら
れ
る
。
其
配
嘗
己
い
ふ
同
一
の
課
税
物
件
が
、
回
去
っ
た
税
に
依
hJ
、
又
は
異
っ
た
剛
怯
じ
よ

り
て
二
重
に
疎
枕
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
に

L
も
で
あ
る
が
、
同
一
の
闘
家
に
よ
り
、
所
得
税
て
ふ
同
一
の
枕
に

よ
b
て
二
度
課
税
せ
ら
れ
る
の
は
不
都
合
で
は
な
い
か
、
許
す
べ
か
ら
ゴ
る
重
複
課
税
で
は
な
い
か
ご
い
ふ
こ
ご

が
一
の
問
題
E
な
る
o

最
近
に
私
の
後
表
し
た
論
文
で
は
、
私
は
之
を
可
否
問
題
ご
な
る
重
複
課
税
ご
し
て
、
問

題
の
決
定
を
留
保
し
た
が
川
英
後
、
各
闘
の
賞
例
を
精
査
し
、
並
に
之
に
就
い
I

て
の
諸
家
の
見
解
を
細
察
す
る
に

及
ん
で
・
む
し
ろ
之
が
或
耗
皮
の
重
複
課
税
の
巳
む
を
得
F
る
こ
ピ
を
認
む
る
に
至
っ
た
。
私
は
弦
に
其
次
第
を

ー一一'一一一

越
べ
る
。
其
は
我
国
現
行
枕
の
解
輔
併
を
錯
す
上
に
も
有
盆
で
ゐ
ら
う
ご
恩
ふ
か
ら
し
て
、
敢
て
弦
に
之
を
逃
』
る

の
で
あ
る
o

畿
表
の
便
宜
上
、
先
以
て
其
理
論
的
方
而
を
越
べ

τ、
質
例
的
方
面
を
次
回
に
譲
る
。

捌者、和醍研究七巻 83・1) 
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カ IQ あ 11/.1 (二)が方 る で(ー)
ら 。 開 (B)ワ す (A)共 問題

仁τ 此。 我、 窓所
論

し 品、 す t主 L る傍'i 1也
て し る }¥. も 人 じっ ピ』 融 に困

議 税 て も 。J 訟 の μ) 諸 な 税 て 記}
が法 (.1) み人 、み 校 り す人筒如

法筒人 、 立H 得 る〈 I主
人}¥. 主日 開 開 き 閥

る か ω 税人 重人複 第に 之 き す 11 ーす o ，l み

一剛 2え を 、
る な る 双 t二正す

段る j¥' 訪: も 税 し、 殺事t 方就 L 課
:H'l;ごし亦 lか質 き て 枕
蓄し、 7こ枕 ら 上

て て 貝産税t の
法人続ふ以質例

、
‘ 1jiJ 

課法 題問は区》 上 上之法 叉 之 す人」

nlJ 
~ 

、 、
、 j乎k は る 西日敏を 重謹

題
t主 主主 常 予古 Iぷ ヰ目 ご嘗を 凡
あ上然換筒杭縦 し きべ

税課
る 銀 人 物 税 て 前(

、
て

カゐ も 法 行乎件
税校所f号 ω も 筒 人 表会 Z 叉独狩 完す 税 問知 人 の Eを し、 li 金 る に

題hlこ み 行ふ 納 見 7J' の イコ
な も 枕問税計 ~ う

、
み L、 、』、

第 し、ilJi!閲 、題義税 ~ 法 を L 
所千尋。す す

耳引Z 嘗は 者ま'J5 噸 誠人 有超寸4 る る 起} つ る~、

ラ」イF か 所然 の 校 る み居室 の 続-@ 
し、 ら 善 幸超性

、
古る で で

ふ
、

業 ら 質星空 、就 は tま
I去 郡t な 上録 き

、
な』

、‘ーr 人 L 、 、 4ヲt
府恕吾11 之をて 得税所 税いは 乎持 O 簡の

な 筒銭 ノ、
銘 L 、 人 税 t: 書1I

行を 税言現 ω に 質上
。

乎 の け続
併の L 」、 す み 、

L "3 部 開 -c 1;' る 起人
鞠題 ーす 入

、
カミ る 校

嫁 l主 [ る 0) 、』p 
、

、ー

閥の 起
し も 資 L 、 月年 ~.起
I土 (.1) 11ま ふ 7こ る

係 ち 人 じ 事双 な ()J 
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四

第

一

鶴

間
箇
人
に
も
法
人
に
も
闘
す
る
税
|
普
通
の
装
枕
消
費
税
交
通
昔
、
前
明
記
佳
品
き
特
例
仁
嵐
せ
ぬ

以
上
は
、
物
を
鬼
て
人
を
見
争
、
課
税
物
件
た
る
事
質
・
ヌ
は
物
館
の
存
す
る
以
上
は
之
を
課
し
、
納
税
義
務
者

第
二
十
六
巻

四

論

議

法
人
に
闘
す
る
重
複
謀
軸
の
同
組

が
筒
人
で
あ
る
か
、
法
人
で
あ
る
か
に
よ
り
て
匝
別
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
限
り
に
、
之
を
法
人
に
就
い
て
課

主
(
成
員
た
る
筒
人
に
認
す
る
ご
い
ム
事
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
乎
筒
人
乎

し
た
ご
し
て
も
、
其
上
に
も
、

ご
い
ふ
問
題
、
治
人
に
閲
す
る
重
複
課
税
り
問
題
は
超
ら
泊
(
詰
一
)
。

ピ
ユ

i
ラ
ー
は
、
常
該
租
融
事
貨
(
商
品
生
産
、
土
地
牧
得
、
尚
品
取
引
帯
」
は
其
が
法
人
に
於
て
の
み
行
は
れ
て
共
由
民
に
て
行
は
れ
な

い
と
き
に
は
、
法
人
を
租
枕
に
引
入
る
L

と
と
が
賠
越
せ
ら
れ
る
。
之
に
よ
り
て
生
じ
た
前
抗
日
品
川
柄
引
枯
に
は
唯
、
法
人
目
み
が
引
入
れ
ら
る
与

を
得
る
。
此
事
は
此
町
議
枕
に
も
常
る
と
い
ふ
が
、
北
ハ
泊
り
て
あ
り
、
引
ほ
彼
は
、
山
刑
場
現
行
自
消
費
靴
、
事
〈
の
宝
油
祉
、
牧
誼
措
に
て
は
、
租

"。

税
事
貨
を
充
た
す
者
が
組
砧
義
務
あ
る
こ
と
誌
な
る
と
い
ふ
て
肝
る
。

註

第
二
段

法
人
重
謹
課
税
の
首
否

共

法
人
重
複
課
税
反
割
論
三
業
批
判

一
所
得
及
所
得
税
の
性
質
上

川
町
其
説

l
l川
元
来
・
所
得
税
は
自
然
人
即
も
箇
人
を
土
壷
Z
し

τ、
共
受
入
れ
る
所
の
凡
べ
て
の
所
得
を
人

的
に
綜
合
し
て
課
す
ぺ
き
も

ωで
あ
旬
、
そ
し

τ芸
が
倒
別
的
で
な
く
、
物
的
で
な
く
て
、
人
的
に
綜
合
的
に
謀

品目

5
晶
、
所
に
棒
色
が
ゐ
り
長
所
が
あ
る
。
法
人
を
所
得
税
で
課
税
し
て
は
之
を
破
る
こ
ご
に
な
る
。
ろ
又
其
所
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得
に
は
本
来
、
人
の
消
費
す
べ
き
分
前
ご
い
ふ
司
』
ご
の
意
味
が
あ
与
、
筒
人
に
於
け
る
所
得
に
は
此
意
味
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
法
人
に
於
け
る
其
れ
に
は
助
意
味
は
な
い
定
一
一
)
。
法
人
が
所
謂
所
得
を
摩
げ
た
ご
し
て
も
、
主
(
は
ま

r本
官
仁
所
得
正
い
ふ
ほ
ど
の
資
絡
は
な
く
・
其
が
雄
が
て
筒
入
に
鯖
し
、
何
時
炉
は
筒
人
に
其
所
得
Z
し

τ蹄

属
す
べ
き
も
の
で
、
此
に
至
っ
て
初
め
て
所
得
ご
し
て
の
意
味
が
完
成
す
べ
き
で
あ
b
、
法
人
の
所
得
正
い
ふ
に

け
で
は
、
ま

r所
得
が
完
成
し
な
い
(
詰
三
。
法
人
の
所
得
は
法
人
か
ら
見
れ
ば
所
詮
、
彼
自
ら
の
物
ご
な
ら
や
し

て
筒
人
に
移
h
往
一
〈
べ
き
も
の
で
め
ら
、
筒
人
か
ら
見
れ
ば
一
の
牧
盆
で
あ

P
E
g
-
一
の
投
資
所
待
で
あ
る

(詰五
)
O

儲
人
が
法
人
の
一
枇
員
己
な
っ
て
居
る
ご
い
よ
事
は
、
丁
度
・
彼
が
↓
公
債
や
枇
債
に
投
資
し
、
土
地
や
家
屋

に
投
資
し
た
の
吉
岡

ιで
ゐ
る
。
彼
が
此
等
の
物
に
投
資

L
た
ご
き
に
、
彼
は
某
所
得
に
つ
き
所
得
税
か
ら

LTL

一
重
H
h
り
謀
殺
せ
ら
る
、
古
す
る
な
ら
ば
・
法
人
に
投
資
L
に
ご
さ
に
も
一
重
に
課
税
せ
ら
れ

τ然
る
べ
き
で
あ

る
O

H

い
か
ら
し
て
出
来
れ
ば
法
人
の
配
蛍
に
う
い

τは
筒
人
の
虎
で
綜
合
し
て
相
慨
す
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。
課
税

の
使
宜
上
、
法
人

ω庭
で
諒
す
る
さ
い
ふ
の
も
或
は
仕
方
が
な
い
が
、
其
れ
な
れ
ば
↓
公
債
枇
依
銀
行
預
金
の
利

子
、
貸
付
信
託
の
刺
盆
な
Y
」
正
岡
じ
ゃ
う
に
、

其
れ
.
た
け
に
し
て
置
い
て
、
其

ω上
に
も
筒
人
の
践
で
の
綜
合
課

税
は

L
ない
Y

や
う
に
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

(
佐
=
)

7

イ
ス
チ
ン
グ
は
、
所
得
心
目
的
が
人
的
自
生
活
需
製

ι陪
F
る
と
い
ふ
こ
と
に
存
ナ
る
と
き
に
は
、
所
持
由
意
義
口
白
鶴
人
の
み
に
陣

a
 

る
己
と
ゐ
た
る
と
い
ふ
て
居
る
。

最

論

法
人
に
闘
す
る
重
複
臨
拐
の
問
題

第
二
十
六
巻

五

第一一揖

主正
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第
二
十
内
容

，、

法
人
に
闘
す
る
重
複
課
砥
世
間
圃

静

観

理軍

".1;' 

論

テ
ツ
シ
エ
マ
ツ
じ
ア
ー
は
、
反
劃
誌
は
之
に
つ
い
て
挺
も
な
{
、
重
砲
謀
揖
だ
と
い
ふ
。
昆
質
む
町
得
は
本
謀
、
唯
だ
人
的
泊
費
、
家
酔
、

人
的
生
計
由
士
宮
置
と
し
て
役
立
つ
所
由
人
的
自
分
前
だ
け
で
あ
っ
て
、
法
人
同
消
費
す
る
こ
と
は
、
出
串
な
い
1
0

此
に
は
所
得
白
人
的
意
義
は
ニ
阻

(
陸
軍
)

に
考
ふ
る
を
得
由
。

此
は
む
し
ろ
客
取
的
収
益
に
闘
し
、
終
局
由
所
得
肱
得
者
た
る
自
然
人
に
挺
ら
に
分
配
さ
れ
な
〈
で
は
な

b
向
。
共
虚
に
初
め
て
所
得
と
な
リ
、

其
が
恰
か
も
株
主
に
て
視
は
る
誌
と
い
ふ
て
居
り
、
ク
ラ
イ
ン
ワ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
問
固
と
な
る
所
符

ω本
車
必
壮
得
者

H
唯
、
祉
引
の
み
て
あ
ヲ

で
、
合
枇
を
官
祉
と
し
て
で
は
な
い
。
骨
批
は
雌
怖
に
L
U

ふ
て
所
得
を
有
た
な
日
早
に
附
け
た
頼
を
受
領
し
、
併
し
共
を
自
分
心
儲
め
に
持
た

な
い
で
、
世
昌
に
分
配
す
る
由
巨
と
い
ひ
、
パ
ス
テ

1
プ
ル
は
、
合
枇
枕
は
分
析
す
れ
ば
民
貨
に
は
株
主

ω
砥
に
外
な
ら
向
。
胎
ふ
て
枇
主
め
よ

白
金
負
婚
を
且
積
る
こ
と
に
よ
り
て
計
算
さ
る
〈
き
.
て
あ
る
。
ー
l
蝿
持
上
か
ら
比
る
と
、
骨
祉
は
其
枇
民
に
厨
得
を
分
阻
す
る
方
偲
で
あ
り
、

随
ふ
て
骨
一
世
山
上
自
甜
は
、
之
か

b
受
制
す
る
階
担
山
戒
も
の
又
は
凡
ぺ
て
白
も
冶
に
蹄
す
る
と
い
び
、

V

ユ
ナ
イ
グ
ー
は
、
立
植
者
は

。

出
官
枇
と
し
て
は
間
帯
及
財
産
を
有
た
ず
と
い

A
見
解

E
布

L
得
と
v
ふ
て
居
る
@

{
睦
四
)

“
 

テ
ツ
シ
エ
マ
ツ
ヒ
ア
ー
は
、
怯
人
に
於
け
る
所
得
は
、
非
現
的
の
牝
証
に
附
す
と
い
ふ
て
居
る
u

、，ず

テ
ツ
シ
エ
マ
ツ
ヒ
ア
ー
は
、
株
主
は
其
縄
問
的
地
位
よ
り
す
れ
ば
、
資
本
家
に
件
な
ら
白
と
い
ん
@

{
匙
五
)

B
共
批
判

1
l此
説
は
一
路
は
尤
も
の
や
う
に
も
問
ゆ
る
。
又
理
想
ご
し
て
は
相
晶
画
金
重
す
べ
き
考
方
で
あ

る
。
所
得
税
が
本
来
、
自
然
人
を
土
峯
ご
し
て
其
に
入
b
来
る
凡
ぺ
て
の
所
得
を
綜
合
的
に
課
税
す
る
こ
ご
に
於

て
特
別
の
意
義
を
有
っ
こ
正
、
所
得
が
結
局
人
の
消
殺
に
蹄
す
る
こ
ご
に
於
て
重
き
意
義
め
る
こ
ご
も
、
認
め
な

げ
れ
ば
な
ら
な
い
o
け
れ
ど
も
、
貫
際

ω立
法
は
却
々
理
想
的
に
の
み
は
出
来
得
ぬ
。
賓
際
の
必
要
及
便
宜
か
ら

い
ム
芝
、
所
得
に
つ
き
て
、
人
の
消
費
に
閲
す
る
所
得
部
の
み
に
拘
泥
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
投
資
き
る
、
に

止
ま
る
所
得
部
を
も
祖
枕
ご
し
て
は
捕
捉
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
も
な
い
ご
遁
脱
の
問
機
を
多
〈
作
る
こ
己

脅
ilil: 
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に
な
る
ご
い
ふ
不
都
合
を
生
守
る
。
所
得
税
を
以
て
筒
人
を
中
心
ご
し
た
枕
芭
す
る
こ
正
も
理
想
正
し
て
は
良
い

が
、
賞
際
・
法
人
の
賛
意
の
時
叫
ん
な
此
現
代
仁
於
て
は
、
除
税
の
度
ま
で
法
人
を
法
人
正
し
て
、
筒
人
ご
謝
等
に

扱
ふ
正
い
ふ
考
を
排
L
去
る
こ
さ
は
出
家
ぬ
。
恨
ム
廿
例
経
か
法
人
ご
筒
人
正
の
閥
係
に
考
へ
て
、
多
少
の
槻
酌
を

加
ふ
る
に
も
せ
よ
、
別
に
叉
多
少
、
法
人
の
獅
立
人
格
に
も
考
へ
て
、
法
人
芭
し
て
の
課
税
を
錯
す
の
は
避
け
ら

れ
な
い
。
之
を
会
〈
無
漉
す
る
ご
い
ふ
の
は
、
法
人
に
闘
す
る
法
制
、
其
か
ら
受
(
る
法
人
関
奥
者
の
特
別
利
盆

を
課
税
上
に
不
問
に
附
す
る
古
い
ふ
誹
を
免
れ
な
い
o

特
に
課
税
の
技
術
上
又
は
便
宜
上
か
ら
い
ふ
吉
田
筒
人
に

て
の
み
課
税
す
る
ご
き
は
、
曾
枇
法
人
に
於
吋
る
印
刷
保
所
得
を
捕
捉
L
得
ぬ
こ
吉
、
も
な
b
・
随
ふ
て
此
見
地
か

ら
し
て
法
人
を
も
課
税
す
る
こ

Z
を
便
ご
し
、

君、，

P
Z
て
法
人
の
み
の
課
税
で
は
筒
人
仁
於
り
る
所
得
の
綜
合
諜

税
が
越
せ
ら
れ
前
向
か
ら
、
不
徹
底
な
が
ら
も
筒
入
、
法
人
双
方
に

τ課
税
す
る
の
が
、
賞
際
的
な
る
課
税
の
方
法

r
tい
ふ
こ
さ
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
飽
力
原
則
及
課
税
技
術
上

A
其
設
1

|
け
法
人
に
於
け
る
所
得
ご
い
ひ
其
の
筒
人
に
於
け
る
配
蛍
ご
い
ひ
、
雨
者
の
一
致
す
る

rけ
で
は

同
一
の
課
税
物
件
で
あ
り
、
之
を
法
人
、
筒
人
の
双
方
に
て
課
税
す
る
の
は
重
複
課
税
ご
し
て
.
他
所
得
Z
の
釣

合
上
、
能
力
に
不
相
聴
に
重
き
課
税
ご
し
て
排
尿
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
荏
六
)
O

法
人
以
、
問
題
E
な
る
の
は
勿

論
、
雌
百
利
法
人
の
み
に
が
、
新
の
如
与
も

ωは
、
帥
営
利
の
世
界
に
於
て
多
数
人
の
資
本
を
結
合
し
E
、
法
制
の
保

前

議

法
人
に
闘
す
る
京
複
眼
枕
自
問
題

部
二
十
六
容

-l; 
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腕
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(
註
セ
)
フ
イ
ス
チ
ン
グ
は
、
経
諸
島
に
於
て
此
見
白
書
監
の
費
本
結
合
と
い
ふ
こ
と
が
典
ふ
る
剥
盆
へ
白
掴
示
を
以
て
、
替
制
官
枇
由
断
得
諜
枕

を
理
由
づ
け
る
と
ξ
は
衣
山
理
由
に
依
ワ
て
綜
鼓
さ
れ
な
い
と
と
に
な
る
。
即
ち
筒
人
管
業
者
で
あ
っ
て
大
な
岡
定
及
謹
牌
資
本
を
有
ち
、
自
力

せ
ら
る
.
へ
き
で
あ
る
と
鎚
し
、
ス
パ
イ
ザ
ー
に
曲
る
と
、
瑞
閤
聯
邦
由
一
八
八
五
年
法
ピ
は
、
株
主
と
曾
一
位
と
の
同
時
謀
枯
は
、
商
法
上
許
す
4

H
 

か
ら
ざ
る
重
複
謀
殺
だ
と
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
乙
と
だ
。

(
陸
穴
)
ク
ラ
イ
ン
ゆ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
骨
枇
と
枇
民
と
の
課
桔
白
場
合
に
は
常
絡
に
京
視
鵠
粧
が
あ
る
Q

何
ぜ
な
恥
ば
同
一
由
所
得
出
二
度
、
同
一

殺
を
耕
せ
ら
る
h

か
ら
と
い
ひ
、
円
ツ
ケ
ル
も
、
主
訟
指
は
一
般
に
、
合
駐
仏
品
枇
員
を
共
に
謀
枇
す
る
方
訟
を
採
っ
た
。
随
ふ
て
恨
令
多
砂
白
緩

和
手
段
が
あ
っ

E
も
‘
原
川
よ
由
主
誼
謀
枕
が
あ
る
と
t
t
L
な
る
と
鴻
し
、
ア
イ
ス
テ
ン
グ
は
、
世
員
を
其
株
的
牧
誌
に
つ
き
特
段
に
謀
勧
す
る

と
と
の
植
に
、
骨
利
官
枇
白
所
得
を
課
税
す
る
こ
と
は
、
事
質
上
、
枇
貝
田
章
一
誼
謀
拾
に
導
〈
と
い
ひ
、
司
ン
ヲ

1
V
も
、
法
人
は
頂
複
部
殺
と

世
ら

F
る
だ
け
に
て
の
み
諌
枕
ナ
4
き
も
凶
だ
と
錯
し
、
セ
リ
グ
マ
ン
も
、
法
人
山
林
X
は
財
産
が
謀
斡
せ
ら
る
弘
主
き
に
は
，
共
株
主
は
尭
松

つ
著
し
〈
法
人
の
一
枇
員
株
主
の
中
仁
も
、
非
常
に
小
苫
な
資
カ
を
有
つ
者
の
存
す
る
こ
芭
を
も
考
へ
る
ご
(
説
八
)
、

一
概
に
法
人
関
係
を
重
課
す
る
こ

Z
に
隣
踏

L
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
ご
い
ふ
司
』
正
に
な
る
。
ろ
そ
れ
か
ら
法
人
Z
箇

，、

人
ご
に
重
複
課
税
す
る
ご
き
に
、
少
〈
ピ
も
北
(
の
法
人
に
課
す
る

rけ
で
は
、
所
得
の
本
来
の
人
税
た
る
性
質
が

失
は
れ
て
、
物
税
ご
な
b
牧
盆
税
ピ
な

h
、
各
筒
人
の
会
主
能
力
に
謝
し

τの
累
進
課
税
古
い
ふ
司
』
ど
の
由
来
得

泊
こ
ご
じ
な
る
古
い
ふ
不
都
令
を
も
生
宇
る
訴
さ
。
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

れ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
に
は
箇
人
に
も
法
人
曾
枇
以
上
に
大
な
資
カ
、
随
っ
て
大
な
能
力
会
有
つ
が
あ
り
宗
主
、
且

論

議

出

入

に

闘

す

る

重

複

課

税

同

問

題

第

二

十

六

巻

凡

第

一

一

揖

λ

穫
の
下
に
大
に
活
動
す
る
ヨ
」
ご
が
出
来
、
大
曜
、
一
筒
人
よ
b
も
有
利
な
る
己
が
出
来
、
卸
も
筒
人
よ
h
も
能

力
の
屠
大
い
も
の
ガ
か
ら
、
此
場
合
、
重
被
融
枕
ご
な
っ
て
重
レ
融
税
を

L
て
も
差
支
な
い
や
う
に
も
考
へ
ら
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ζ に
と c
に p 、

ヲ卸
値

力てコ
に

て
てで)

;f，、

る瞥
と 手11

v、官

ふ 祉
でと
肘同
る-

1;>9 )(1) 

大
さ、

一
部
は
.

一
層
大
な
る
蝿
替

E
行
ひ
時
る
ほ

E
の
者
が
、
軍
複
課
軸
を
謀
せ
ら
和
な
い
と
い
ム

ロ
ツ
ン
ア
!
日
、
骨
枇
と
枇
員
と
を
二
主
に
課
税
す
る
こ
と
は
、
事
監
の
小
株
主
を
考
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
て
時
る
出

。
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
合
枇
謀
棺
は
み
一
{
人
枕
向
性
貝
句
失

0
.
収
益
税
と
な
り
、
所
有
者
白
人
品
を
願
山
崎
し
な
い
で
、
問
題
'
と
な

る
財
産
自
牧
盆
白
一
部
を
前
引
き
す
る
ζ

と
、
‘
な
る
と
い
芯
て
肘

ι司

(
駐
八
)

「
陸
丸
)

山
山
北
(
批
判

1

|
成
程
、
法
人
に
於
け
る
所
得
ご
筒
人
に
於
け
る
町
営
Z

U

F

其
一
致
す
る
行
け
で
は
同
一
物
件
で

あ
り
、
之
を
双
方
に

τ課
税
す
る
の
は
、
筒
人
が
英
資
本
を
他

ω方
面
に
投
下
し
た
場
合
ご
比
較
し
て
過
重
の
負

携
の
ゃ
う
で
も
ゐ
る
が
、
前
に
も
少
し
〈
設
き
、
後
に
詳
し
〈
設
〈
で
あ

ιう
知
(
に
、
法
人
ご
筒
人
ご
を
獅
立

し
た
別
筒
の
人
格
者
ご
し
て
も
考
へ
て
課
税
方
法
を
組
立
て
る
の
必
要
も
あ
b
、
真
ら
に
仲
間
人
組
織
を
以
て
、
筒

入
管
利
の
一
方
法
ご
潟
し
、
治
人
へ
の
課
税
を
筒
人
へ
の
課
枕
に
外
な
ら
ぬ
芭
し
て
も
、
此
が
筒
人
間
中
獅
に
て
は

潟
し
得
べ
か
ら
・
3
る
事
業
を
柏
崎
し
得
て
、
業
筒
人
の
能
力
を
一
屠
大
な
ら
L
む
る
も
の
芭
も
見
ら
れ
、
随
ふ
て
此

に
田
平
純
な
る
筒
人
の
場
合
よ
ち
も
重
〈
献
税
せ
ら
れ
る
-
』
正
、
な
っ
て
も
仕
方
な
き
も
の
ご

L
な
け
れ
ば
な
色

ぬ
。
法
人
必
宇
し
も
大
規
模
で
な
〈
、
筒
人
に

L
て
此
法
人
中
の
小
苫
な
も
の
よ
・
り
も
大
な
も
の
が
あ
b
、
随
ふ

て
法
人
を
筒
人
よ
h
も
重
〈
却
附
す
る
の
は
不
賞
で
は
な
い
か

Z
も
い
ふ
が
、
其
筒
人
に
し
て
大
な
カ
を
以
て
仕
事

を
匁
す
ほ
ど
の
者
以
、
恐
ら
〈
は
芸
大
い
の
に
相
臆
し
て
累
進
的
に
重

ν
率
が
謀
せ
ら
れ
る
こ
ご
、
な
っ
て
、
間

一一'一一

ん
司
、
訟
入
、
筒
人
双
方
に
於
け
る
課
税
の
合
計
よ
り
も
重
い
負
摺
芭
も
な
る
事
に
よ
b
て
釣
合
が
取
れ
る
で
ゐ
ら

叢

論

法
人
に
闘
ナ
る
重
砲
鶴
酷
自
問
題

第
二
十
穴
容

第

観

丸

1 
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第
二
+
六
巻

O 

第

鵠

O 

法
人
に
闘
す
る
重
複
陳
積
。
問
題

輸

議

う
し
(
恐
ら
〈
小
い
法
人
の
配
営
又
は
刺
盆
で
あ
れ
ば
、
平
均
率
た
る
誌
人
課
税
吉
、
小
い
筒
人
に
於
け
る
低
い
ほ

緊
噌
山
市
平
課
税
ご
の
合
計
は
、
大
健
高
ハ
ー
も
の
で
は
あ
る
ま
い
ご
恩
は
れ
る
)
・
仮
令
又
犬
な
筒
人
の
場
合
に
於
げ

る
累
進
率
に
依
る
税
額
が
、
其
よ
h
も
小
い
法
人
に
於
け
る
課
税
Z
其
か
ら
配
鴬
を
受
〈
る
箇
人
に
於
け
る
課
枕

さ
の
合
計
よ
り
も
低
い
こ
己
が
あ
っ
た
ご
し
て
も
、
其
程
度
は
、
筒
人
に
於
け
る
累
進
率

ω験
し
き
こ
子
乞
例
ご

す
る
今
日
の
多
〈
の
岡
官
は
、
左
ま
で
大
い
司
、
古
は
あ
り
得
す
・
そ
し

τ其
し
き
の
差
で
あ
れ
ば
、
筒
人
、
此
場

合
の
小
い
筒
人
.
炉
、
法
人
組
織
を
利
用
す
る
こ
ご
に
よ
り

τ、
之
を
利
用
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
か
っ
た
利
盆
を

得
て
居
る
一
』
ご
に
因
b
て
競
耐
用

L
得
る
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
若
夫
れ
、
法
人
の
一
耽
員
中
に
大
な
資
力
者
ば
か

h
で
な
〈
、
小
な
る
資
力
者
が
あ
る
の
で
、
法
人
閥
係
の
重
複
課
税
が
不
嘗
に
重
い
繰
税
己
な
る
己
い
ふ
に
至
つ

て
は
、
其
小
き
な
資
力
者
が
、
彼
田
平
湖
で
は
得
ら
れ
な
い
大
な
利
盆
を
法
人
組
織
に
よ
b
得

τ居
る
-
二
」
に
よ
り

て
廿
ん
宇
る
の
外
な
〈
、
特
に
彼
の
A
H
携
が
法
人
に
於
け
る
課
税
に
て
は
大
所
得
者
に
比
し
て
宥
継
さ
れ
旧
制
ご
し

て
も
、
彼
自
身
に
於
け
る
綜
合
課
税
に
て
は
非
常
に
軽
い
率
が
課
せ
ら
れ
、
時
ご
し
て
は
一
苑
枚
勅
以
下
ご
も
な
っ

て
鉱
山
枕
に

τも
ゐ
h
得
る
こ
正
に
て
諒
解
し
得
る
。
治
人
に
於
け
る
課
税
が
所
得
枕
の
本
来
の
人
秘
的
性
質
を
夫

は
し
む
る
ニ
ご
は
這
械
の
こ
ど
で
は
ゐ
る
が
、
賀
際
的
立
法
ご
し
て
は
比
ゆ
如
き
も
巳
む
を
待
ぬ
こ
正
で
あ
h
、

且
つ
此
の
如
き
事
が
法
人
課
税
の
み
で
な
く
、
会
債
一
枇
債
利
子
等
り
課
税
に
て
も
趨
る
こ
芭
で
あ
る
h
r

ら
泌
す
る

に
足
る
o

又
此
鮎
に

τは
我
邦

ω税
法
な
ど
で
は
公
債
枇
債
利
子
等
の
課
税
に
つ
き
箪
に
源
泉
に
於
り
る
物
税
的

‘ ， . C."，. J 
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法シんに ff フ 正るもまち L (い) 的ん
人アでて崩品 いごのし之て7e 謀じ
に l 居品。手 ふきできゐ容来 税て
聖 q t埼すス こにゐもる易、 を居

る 株曾枇式 分 は 正、つのにに管 もる
話 i1Z 曹 の他 τ でよ大:f'l 併の
翠 A明暗本 起 ω 、 ゐ h 規 I主 用に
症 と 憧ん主 る岡賢るて模人 し
白骨モ r 義 己 で 朋 の 今 のは て治
題と 官界毘 いーなに日事現 居人

現 司?量 J、 重 る 註 り 業代 る西己
方 、謡 、 鼠 ! 政 一 級 を の 1ご常
品 E昧 と 前税策♀詳T 潟継 げ説i
稔 骨λ 共 岩一 仁 正 、 の す演 で税
ナる 自行主枇 tミ に止は之後こ組 はに
ζ 心費 取め認が辰吉織 一つ
と 停 富 本 b る的闘をがの 磨き
同 時にま τ もら係得 tH 下 理法

第 株 大 入 菰 ののれのた来に 想人
F一<式お エる織 経上済 が ぬ 所 の 、は にに
十 品 警;が ゐ富得で之銚 泊於
事"< IF.とま っーをゐに〈 ふけ

にな止 のて乙こちょ〈 てる
曹品 Z特 不 . 。 章 、 h か居物

一読批とに 利或(ろ)に共 τ ら る枕
一演 をい其 も 皮 加 課 の 初 'd" ~的

の壁ふが ゐ ま 之 税 賂 め る も謀
主て五ま る で 、 す 来 て組 い枕

第的 存 る 合 正前一るご出品JjIi; ひの
一 塁 手 だ " 唱 し、者固とも飛で 得上
腕鳴る jt，形 ふ か に い 盆 るゐ るに i 

舗もれに の ら τ ふ々<:: IJ 。 も
一張 。ほて で L 之の多い 、

一品品 5立 ゐてがは〈ふ之 筒
す めな L る 後 童 、 利 事 に・ 人
大る 稀で(特 ゴ五:7 者複共用業ょ に
位 てとに ーへ繰畿与も h 於

12) Bela FolcJes， Fw. 2 Aus. S. 457' 
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第
二
十
六
番

ま存

続

論

能

法
人
に
闘
す
る
軍
複
諜
枕
白
問
題

時
#
囲
内
部
時
の
所
持
税
に
て
、
法
人
と
枇
員
と
を
諏
枕
し
た
の
を
以
て
、
闘
民
経
済
よ
白

用
を
編
制
す
る
も
の
だ
と
儲

L
、
ヨ
ン
ラ

1
γ
は

瑚
解
山
一
世
乏
に
よ
り
、
官
枇
企
業
に
劃
す
る
反
感
よ
り
生
じ
た
と
許
し
、
多
少
別
て
は
あ
る
が
、
パ
ス
テ
ー
プ
ル
は
、
仙
浦
山
稽
倒
産
祉
に
つ

き
、
此
川
和
合
祉
の
株
山
ょ
に
師
L
、
合
副
枯
と
翻
制
の
も
の
と
な
り
、
曾
枇
を
抑
墜
す
る
ζ

と
と
な
っ
た
と
い
ふ
て
居
る
。

4

レ
レ
ス
位
、
合
枇
と
制
民
と
て
重
視
謀
枯
在
銘

L
9
b
、
合
祉
に
て
か
、
批
員
に
て
か
、
或
宥
恕
を
行
ふ
こ
と
の
班
山
と
し
て
、
安

い
粧
の
地
域
へ
、
脅
枇
の
帯
出
す
る
の
心
配
が
大
に
働

t
k怨
す
。

(
陸
士
一
)

町
其
批
判
|
|
笹
刺
法
人
が
現
代
経
済
組
織
じ
於
て
重
要
で
あ
b
、
経
済
後
艇
の
斜
め
に
曾
批

ω後
詰

ω些
ま

し
き
こ
ご
は
一
応
尤
も
で
あ
る
り
れ
川
ど
も
、
此
が
後
遺
に
も
色
々
の
勢
宣
告
自
の
あ
る
こ
ご
は
先
づ
以
一
1
見
逃
し
て
は

な
ら
守
、
之
が
晶
抽
出
出

ωみ
を
期
す
る
に
も
及
ば
す
ご
し
な
け
れ
ば
な

ι向
。
叉
助
組
織
の
遮
切
な
る
事
業
に
て
は

般
入
廿
之
に
多
少
不
利
な
る
誠
税
が
行
は
れ
た
ご
し
て
も
仰
は
其
が
自
ら
に
畿
迭
す
る
の
で
あ
b
、
此
重
複
課
税
に

よ
b
て
生
A
Y
る
曾
枇
凌
注
の
阻
止
を
過
大
視
す
る
の
は
過
ぎ
て
居
h
‘
又
多
少
夫
の
課
税
が
品
目
耐
後
述
を
阻
止
し

て
も
、
左
ま
E
心
配
す
る
に
も
及
ば
な
い
。
此
に
於
て
多
少
の
不
利
は
あ
っ
て
も
、
他
に
比
の
課
税
に
件
ム
重

ν

理
由
の
存
す
る
以
上
は
、

之
を
忍
ぶ
の
外
は
な
い
。
此
首
一
夜
課
税
ゐ
る
が
斜
め
に
・
舎
枇
が
外
闘
が
移
h
ノ
行
く
と

い
ふ
こ
芭
に
至
b
て
は
、
会
〈
之
を
否
定
す
る
二
E
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
悶
際
接
鯛
の
密
な
ら
古
る
我
邦
の

如
き
で
は
、
之
に
つ
き
大
し
て
心
配
す
る
ほ
ど
の
こ
己
は
な
〈
.
特
仁
又
外
聞
に
て
も
重
複
課
税

ω例
は
珍
し
〈

な
〈
、
軍
純
課
税
が
行
は
れ
る
に
し
て
も
枕
率
が
可
な
b
重
〈
な
っ

τ居
る
の
官
あ
る
か
ら
し
て
.
左
し
た
る
心

配
は
な
い
亡
し
て
良
い
。
被
A

ザ
全
く
心
配
な
し
ご
の
断
言
は
出
来
な
い
に
し
て
も
。

R05cher， a. a. O. S. 318. Conrad， a. a. 0目 S.71.. Bastable， 1. c. p田 454・
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共

法
人
重
複
課
税
賛
成
論

前
節
に
於
て
、
法
人
に
閲
す
る
重
複
課
税
に
反
劃
す
る
論
擦
を
奉
げ
て
、
之
に
批
評
を
加
へ
た
。
其
れ
で
大

憧
-
此
重
複
課
税
の
許
す
点
、
き
こ
乏
を
示
し
た
誇
で
あ
る
が
、
備
は
も
之
が
許
す
べ
器
所
以
の
積
極
的
の
論
駄
を

恐
げ
て
、
之
を
強
め
ゃ
う
Z
忠
ム
。

↓
所
得
の
性
質
上
|
|
法
人
に
於
げ
る
利
袋
の
課
税
ご
筒
人
に
於
げ
る
配
蛍
の
課
税
Z
は
英
一
致

f
る

r
け
で

，s
‘、

は
、
重
複
課
税
の
ゃ
う
で
は
ゐ
る
が
、
法
人
、
己
其
批
員
た
る
傭
人
ご
が
各
別
の
人
格
者
で
ゐ
b
、
法
人
以
法
人
ご

し
て
、
其
枇
員
た
る
筒
人
正
獅
立
し
て
法
律
の
保
護
を
受
け
、
間
々
、
共
の
筒
人
正
経
済
市
場
に
競
守
も
錯
し
得

る
所
で
も
あ
る
し
、
随
ふ
て
は
法
人
に
於
け
る
利
盆
Z
其
よ

b
L
工
筒
人
が
受
け
得
た
腕
の
配
蛍
ご
は
物
ざ
し
て

は
本
来
同
物
げ
れ
正
し
て
も
、
別
異
人
に
属
す
る
別
物
ご
し
て
も
見
る
べ
き
ニ
ご
に
な
る
。
別
人
の
も
つ
別
の
所
得

ご
い
ム
，
』
ご
に
な
る
(
泊
三
)
。
此
が
双
方
に
謀
枕
し
た
か
ら
ご
い
ふ
て
、
同
一
課
税
物
件
へ
の
重
後
課
枕
ご
は
必

す
し
も
い
ふ
こ
ご
は
出
来
十
、
其
は
単
に
各
別
人
に
於
け
る
単
純
課
税
の
複
数
に
過
ぎ
な
い
ご
す
べ
き
で
あ
る
。

或
は
叉
、
筒
人
が
法
人
に
投
資
す
る
の
は
・
丁
度
、
彼
が
土
地
や
家
屋
や
ゐ
債
や
枇
債
や
預
金
ゃ
に
投
資
し
た
同

一
で
、
筒
人
か
ら
見
れ
ば
一
の
投
資
に
過
ぎ
争
、
其
法
人
よ
b
の
配
常
は
車
な
る
投
資
利
得
で
あ
り
、

一
の
牧
盆

に
外
な
ら
泊
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、
其
も
法
人
投
資
三
且
(
他
の
物
的
投
資
ご
同
一
性
質
の
も
の
Z
は
必
宇
し
も
い
ひ

得
品
目
。
土
地
家
屋
等
は
車
な
る
物
的
の
投
資
物
憧
で
あ
っ
て
、
人
格
な
き
皐
な
る
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
人
は

諭

能

法
人
に
闘
す
る
重
複
鵠
粧
の
問
題

第
二
十
六
巻

第

親

， . . ... . ..i 6 



第 ，¥)IJ り 、て(ニ) {!- 別其、
の tlし 入所 でたに L 其(註 よ、ー

f'R も 1.1: 、』t' 税待
噌、 士{ ーきョ 7、 所4品 三= I収 入絡

0) 問 0) な 、
的 相占 叉扱 論

所 tt 1~ ら な の だ 描 イ ポ 多 J、 ，，< 
議

得 例 る Sユ う謀 性 一 立 者構債 ス 所得染有企 テ
y て 奥

同 率 。
?と枕 質

定なテツ
)JIJ も』

3租ι2，主観般キる9リ に グン ェシ

J¥ 
法

も注 を 、‘ーr 
此際 上以 す 上 間な 妨ら 人

、選 を る 物世 量Ltは 、 と マッ げれ Iこ
筒 む 考

、
は も :Jt完 L ヒ も な 其 闘す

人 0) へ此 、 の 所 佐ふ と 白 金 て ア 0) る
Ji.Tr も T 法或 で fz号t 

ニ L 接直 な 謀続 i 正、件草
草 て 長

得理 、 人 皮 ゐ 謀 現 E せ 、 じ叉ふ譲
の 解 多 を ま る カt 枕はつ質白内 ら 純耳五 τ 特色軸
1書 し y 自 で

" 本
のる専ら る

扱取 別に 々 白
み 主 燭立 L 出式l め 得 然所 は 冴E が い t 法 0) 掴問!

の る 自 人得 ι、 11 あ ひ、 f責る壬 に 人 E ふ 取利

源泉 所の 然人 会ご
事t へ

然自
る よとつ

べ 扱 便
。チり、 M闘』邑t を

、
此 λ にて其 ~ム

謀 も ピ Jlb E正 人 場ヵ於白得岡M所品E も へ‘調 特
:fJt の li 同 人 を 合に 同、 て由 み、 説轟的 0) き 4藍
j占 で 特 模 工 法 中 ば 曹 み 合 で も 0) 
を ゐ 段 的人 J[:¥ 幡 枇 見 届 自t費がL imj な の ゐ
取 る t土 市l ‘』♂ 、』1・ だと出 土 ft で る
てコ

。
J収 度 L 

政枇員 苫 身 り
れ ゐ もし、

相tJ~'.1 .!: るh が 設諒〈 tすL 第1;: 叉 多扱 1: ふ て u: る 叫〉
」J 此 y 11 る 爺IJ

. 
植重の 稔課白 得tるt主組替止 せら 此ぽ、 な

。
で -t-

し、 法 物 ずる 1占 度 之 ι 
何程 ゐ

プミ

を
ふ人 自甘

、
人 IJ; 謀平'Jl; に 。 L る が 111 る

定a 其 後入
在 は、 定此価 且て 本主費ペ豊 ニ田

。 舟通 。

味於 扱 ()) も 主主 り 且 同 る金
此等 随ふ0) 11 ひ 多及 L 亮院 るーの手を事 問異〈J E司

ゐ る
、

人 は' て る いと 健机草主止 下に る。 主 の て
る 疎 校数 -t 、

有 物之ふ骨に人
曹 占 枕 率 。j も 可 ら て 世共闘す に ピ を 吉弘
由る

まの日 耐員て
巴 な ゆ 肘 り は の 棚

類似性主他

る二、民るす
ら

、
む b る 則的買此民本的 と と の 蹴

τL 幾分 きも り 得を 庚 得所を
臣県 』、 旬、

喜四
手止ののよ、」、

累拠闘す す用〈 が 全 特 徴 を 得をも 点ゐ

存雌と 義務其tま 仰 るtLbE 事芽量11 進 ご ゐ紡会; 
で る L ら

~ i:tる。

" な 持 と 帥
伊I 0) な 特 な る L い弓o iJ> 1..ち は特

16) Teschemacher. a. a. O. S. 72. Fuisting. a. a. O. S. 154・Tyszka.Fw. 
2 Aus. S. 130ー131.
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E 

入所得
ふ か 重 ま fご物同 筒謀る(三)中

と 位
て ら 被謀 仙で

IJ 髄 じ 人税所能悶

前 hE，P‘~ コ
li す や にご得力率

(/) f主 る 初E の於投 う 耳Z li 正 原 の

薩
、 義採 人 ピも者 τ 資 な ち L 、 ~~ 則採
テフ

の、 E妨Jl;よ此 す 牧 て ふ め 上月
ツ イ
シス 所得 夫 り場 る 益 の ら を

法
』

人 コー テ 新は のげな も 合 よ 1ご c:・ る 設
P亡

マン の訟 重に h 、』 6つ を 、上 明
ッ ク

胸す ヒは 〈大人 き f山 も L 投得 t:' し

る ア し さ カf i調1 (/) fJ'T て 資 な け し、 4号』

主組楳主 l 人 て 大 己 税場 桂 も 軍U し、 で ふ る
は、は、

或 よ り 、L 合か 、袋 。
11 ま日

。

粧 EP 度 り れ 'ふ τ よ 布一 此 T カ日
、

〈

白 E治相 ま L 1;[ り も り 矛IJ 。j ゐ z 双 I去
問題 と税 で 英大

、
可 も な 主日 り

、
方 人

v、:lJ
説明

L、
許す

で る き
、

?主
.!司:1' 緊 iま ゐ 府 も 特 人 課 於
kH部fUb あり、 の華どぺ り 大 の JJIJ 0) 枕 It 

つ 、手、なあ な 牧於 し る
世随 き 一重少るる る A 金主 け t~ 

得所は~、
、て

4る尋 1有奇 抜i訓! 正〈 官力E 芹をIJ 
人 で る >: 

酎ー 令副結骨的 指秘者とし

ュ:め ffr L 、、一ー戸

も 耳IJ 税もが問 ((1 h fザ て
、

0) て で ぜ』 1l'ii. N -1t 1M 
、

を も 筒

で も ゐ し、 度 す ん 皮 ;lt 以
、

人

+ にょ て4首た1 あ 業支
h ふ ま <: 芭 J¥ Lt. て 少

裏切 る
、

で主主 し の 彼 f医 し 於』
て 詰 な 、<: の す t~ 投 !J' り も け

ーー H特に1) 由るも
き

屠能力
緩 を 、<: 資 土 存二 る

~ な 和得 し を 』也 論 常配、ー

五 f給f Aし
。 、』， る 手べ な 選 や 者過 嘗

龍力 て
、治宝 の 段 く u み 家 ()) 重所

な 大 で ~ 
、

れ n 屋 G、 ()) 4号

告ーも ある 曾雇借制E る し、 ゐ J¥  其ば る や ふ
、

ご
。 の る 構昔、 れ な 、、~ や 古E !J' 

観白も を 間 fご itii ~. tご ら き 投 フ 力
、

と瓦 々 ぱ」 ーらけ ~ 資 })IJ 
なる

行11 
す ~ る

。 、
し

、
不 異

て， '" 'b 
た を

，、: 。 、於随 其 tl 車 ヰ目 人

主T る 此 な τ J、 11 場 に.賂、、
見 ら Il-X て 特 井H、 閲 な 嵐

正ゐ 法 随 iill u:度 其 、>: 係 る す

r 
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議

論

法
人
に
闘
す
る
重
複
鵡
枕
由
問
題

第
二
十
六
巻

プマ

第

規

一六

。
草
誠
に
闘
す
る
と
錯
し
、
チ
ユ
ル
ヒ
ア

1
目
、
骨
枇
と
株
主
と
白
同
時
調
積
出
不
常
で
は
な
い
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
株
式
に
依
る
骨
利
出
、
他
山

方
法
に
て
幽
る
喜

f
法
仰
に
依
る
特
典
聖
典
へ
ら
る
L

か
ら
と
い
ひ
、
ピ
ユ

1
ラ
ー
も
、
法
咋
事
貨
の
一
貫
現
出
他
。
法
律
範
岡
に
C
も
、
法
人
に

取
り
、
自
然
人
に
取
り
て
と
同
保
白
技
師
本
を
有
す
る
と
き
に
、
壮
ハ
事
賀
山
特
質
が
自
然
人
の
み
に
よ
り
で
は
貨
現
せ
ら
る

t
z符
F
る
だ
け
て

は
、
法
人

E
謀
枕
す
る
と
と
が
、
枕
故
に
で
も
背
部
と
し
て
現
は
る
と
い
ひ
、
川
先
に
立
訟
が
華
々
法
人
白
所
持
、
並
に
近
頃
は
共
財
産
に
も
、
法

人
共
も
申
に
就
い
て
課
す
る
こ
と
に
移
っ
た
と
き
に
、
其
が
主
た
る
理
由
は
ニ
つ
あ
っ
て
、
共
一
は
、
法
人
的
多
〈
の
も
の
、
特
に
株
式
曾
枇

は
、
常
に
特
に
多
状
な
机
軸
物
世
で
あ
っ
て
、
之
が
銃
一
舎
、
恐
ら
く
は
二
重
吐
る
謀
枕
が
之
に
平
首
て
は
な
い
。
一
世
な
中
等
階
級
政
策
白
理
市
よ

り
し
て
恰
も
柏
市
と
且
ゆ
と
い
ふ
に
志
り
と
綿
し
、
ケ
ン
ヲ
ン

ι
依
る
と
、
大
統
領
タ
ア
ト
氏
自
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に
も
、
米
闘
の
骨
此
枕
は
曾

批
の
財
虚
心
上
自
動
と
し
て
で
な
〈
て
、
人
工
的
人
格
と
し
て
皆
議
を
行
ふ
こ
と
の
特
拙
の
上
白
内
国
稀
と
し
た
と
い
ふ
て
居

P
、

E
ら
に
ア
ダ

〉自

ム
ス
も
、
陶
家
は
人
民
自
集
合
的
能
力
に
よ
り
て
彼
等
に
生
ず
会
凡
ベ
て
の
官
の
保
識
者
だ
と
い
ふ
て
肘
る
d

(
話
回
五
)

議
に
は
法
人
由
時
過
瓜
得
に
つ
い
て
い
ふ
。
超
過
所
得
に
於
け
る
累
也
融
枕
は
別
由
蔵
明
を
聾
す
る
。

同
園
民
経
済
上

l
l法
人
に
於
け
る
課
税
Z
筒
人
の
配
常
に
於
け
る
課
税
ご
の
並
行
が
、
其
の
課
税
の
一
方
的
た

る
場
合
に
比
し
、
治
人
の
後
這
を
抑
制
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
認
め
な
〈
で
は
な
ら
守
、
共
れ
だ
け
に
て
は
此
課
税

Mr
閥
民
経
済
上
何
程
か
不
利
な
も
の
で
は
あ
る
。
其
貼
を
否
定
は
し
得
な
い
け
れ
H

と
も
、
法
人
の
品
目
速
に
仲
ふ
弊

害
ご
い
ふ
ニ
ご
も
あ
る
し
、
共
有
利
な
る
古
け
で
は
、
企
業
に

L
て
法
制
上
法
人
た
る
金
要
せ
ら
る
、
こ
ご
も
あ

る
L
、
事
質
上
も
治
人
企
業
に
伶
ふ
長
所
が
あ
っ
て
‘

租
税
上
の
多
少
の
不
利
に
も
拘
ら
令
品
川
且
つ
之
を
利
用
し

て
諸
人
企
業
を
行
ふ
ご
い
ふ
こ

Z
も
あ
る
し
、
夏
に
は
法
人
税
が
株
、
又
は
持
1
7
券
の
債
ゆ
上
に
物
上
負
揚
ご
し

て
携
は
れ
て
、
交
通
取
引
の
頻
繁
仁
行
は
れ
て
持
主
を
時
じ
往
〈
裡
に
、
美
殺
が
特
別
の
負
携
た
ら

5
る
に
至
る

t'uistiog， a. a. O. S. 189. Teschemacher， a. a目 O.S. 73. 2urcher，Verhot 
der Doppelbestet氾 rung.S. 40. B帥 ler，a. a. O. S. 158-159- Kennan， 

Income taxation. p. 285. Adams， Science of finance. p. 5∞ 
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古
い
ふ
こ
己
も
ゐ
っ
て
宏
一
六
)
、
夫
の
い
ふ
所
の
曾
枇
法
人
抑
制
の
不
利
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
ご
い
よ
こ
ご

が
出
来
る
。
尤
も
此
貼
に
於
て
此
税
の
安
常
を
全
〈
肯
定
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
出
来
な
い
。
唯
ザ
い
其
鮮
が
大
し
た

も
の
で
な
い
ご
い
ふ
こ
古
に
於
て
忍
ぶ
べ
き
も
の
ご
せ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。

(
鮭
=
ハ
)

4
一フ

7

L

ル
4
7

ス
は
、
純
益
白
同
時
謀
枕
に
於
り
る
配
首
部
税
出
、
必
ず
し
も
司
被
謀
秘
を
意
時
・
も
な
い
1
0

何
ぜ
か
な
れ
ば
、
.
此
に
措

7
 

白
情
持
越
動
に
よ
り
亡
排
牌
が
止
じ
得
る
か
ら
と
い
ふ
セ
り
グ
マ
シ
旧
日
証
窓
は
確
に
正
首
だ
ー
と
い

A
て
肘
る
叫

ぼ
枇
曾
政
策
上

l
|曾
祉
の
溌
這
に
よ

b
て
企
業

ω資
本
力
が
増
大

L
、
共
品
局
め
に
は
筒
人
企
業
に
依
れ
る
中
小

管
業
者
が
競
雪
上
、
不
利
ご
な
る
ご
い
ふ
こ
さ
を
見
れ
な
い
。
そ
し
て
此
曾
枇
利
盆
に
於
げ
る
課
税
ピ
筒
人
の
酪

営
所
得
課
税
己
の
並
行
が
、
何
程
hr
曾
↓
祉
の
後
迭
を
阻
止
す
る
だ
け
に
て
は
、
中
小
管
業
者
擁
護
ご
い
ふ
巾
等
階

級
政
策
上
に
有
盆
な
る
こ
正
が
出
来
(
駐
一
七
)
、
之
に
よ
h
て
前
の
闘
民
経
済
上
に
於
り
る
一
知
所
を
優
に
理
合
せ
す

る
司
』
ご
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

(
陸
-
七
)

前
註
一
四
ピ
ユ

1
ラ

1
品世間。

六
輔
附
税
技
術
上
ー
ー

件
法
人
筒
人
双
方
に
で
の
球
枕
の
選
h
U

〈
き
理
由
l
l
E
し
て
は
い
若
も
治
人
の
み
に
て
課
す
る
ご
す
れ
ば
、

そ
し
て
筒
人
に
於
り
る
配
常
謀
税
を

L
な
い
ご
す
れ
ば
、
筒
人
の
受
〈
る
会
所
得
の
大
子
伊
】
掴
ん
で
応
能
の
税
税

を
す
る
こ
さ
の
出
来
ぬ
ご
い
ふ
侠
貼
が
あ
る
詰
一
λ
)
。
業
場
合
の
法
人
に
於
け
る
税
率
は
恐
ら
〈
は
普
通
に
は
比

品市

議

法
人
に
闘
す
る
重
複
鵠
軸
の
問
題

第
一
一
十
六
巻

七

第

探

七

Eclil. Fulcle5， a. a. 0目 s.458 17) 
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論

司監

法
人
民
叫
す
る
重
視
課
枯
の
問
題

第
二
十
六
巻

t喜

郡

λ 

F、

例
率
ピ
な
り
中
間
率
己
な
ら
う
か
ら

筒
人
へ
の
負
強
ご
し
て
は
其
に
於
け
る
所
得
の
大
小
に
臆
宇
る
累
進
課
税

の
趣
旨
に
反
す
る
。
大
所
得
者
が
過
軽
の
負
描
帽
を
錦

L
、
小
所
得
者
が
過
重
の
負
循
を
す
る
こ
正
に
な
る
0

.

或
は

一
方
か
ら
是
認
せ
ら
る
、
如
く
法
人
仁
於
り
る
諌
税
を
、

某
所
得
の
大
き
に
依
る
謀
議
課
品
批
正
す
る

Z
し
て
も

(
位
一
九
)
・
之
を
筒
人
が
負
携
す
る
も
の
ご
見
る
三
き
に
は
、
大
所
得
を
悲
「
る
法
人
か

ι配
嘗
を
受
く
A
筒
人
に

も
小
所
得
者
が
あ
b
・
小
所
得
を
懇
向
、
る
法
人
か
ら
配
嘗
を
受
く
る
筒
人
に
、
大
所
得
者
が
あ
る
芭
す
れ
ば
、
其

か
ら
い
ふ
さ
亦
、
不
R

公
平
に
な
る
ご
い
ふ
こ
ご
を
呂
田
れ
な
い
。
此
事
は
、
法
人
筒
人
双
方
課
税
の
場
合
に
も
存
す

る
こ
己
で
は
あ
る
け
れ
Y
」
も
、
其
Z
き
に
は
筒
人
に
於
け
る
相
常
な
る
累
準
綜
合
課
税
が
行
は
れ
る
の
で
、
其
れ

で
忍
び
得
る
も
の
ど
な
る
。
日
川
若
も
筒
人
の
み
に
て
課
税
し
て
法
人
敵
税
を
し
な
い
ご
す
る
ぜ
き
に
は
、
今
度
は

折
角
の
法
人
課
税
に
於
り
る
捕
捉
易
が
失
は
れ
て
、
蓮
脱
可
能
性
が
一
屠
大

ν
正
い
よ
験
結
を
兎
れ
な
い
(
註
ニ
O
)
。

特
に
無
記
名
株
及
記
名
株
に
し
て
持
主
の
顔
勤
四
四
繁
な
る
も
の
、
配
憶
を
摘
む
こ
ご
が
ム
ハ
っ
か

L
い
(
誕
一
一
一
)
。
法

人
じ
於
け
る
利
盆
で
ゐ
っ
て
株
主
に
配
賞
せ
ら
れ
す
法
人
に
留
保
せ
ら
れ
る
も
の
を
渇
す
る
Z
い
ふ
こ
Z
も
あ
b

(
詰
二
三
、
外
闘
に
出

τ往
〈
配
賞
を
逃
が
す
こ
ご
に
も
な
る
(
位
二
三

o
r炉
ら
し
て
法
人
筒
人
双
方
課
税
を
行
ふ

て
右
い
ふ
長
短

ω補
足
を
錯
す
を
選
む
ぺ
し
ご
す
る
こ
ぜ
に
な
る
。

之
に
よ
り
て
白
品
人
的
金
断
持
に
つ
い
て
の
概
観
針
先
は
れ
、
且
つ
各
筒
川
給
付
能
力
に
依
る
部
秘
が
不
可
能
と
な

る
と
鈷
L
、
ベ
レ
レ
ス
は
、

hw此
の
賦
部
位
、
配
常
牧
持
者
自
給
刊
能
力
町
白
考
慮

E
肪
げ
る
と
鵠
す
。

(駐

-
A
-

Z
I
ベ
ル
ヒ
は

Eheberg. Fw. 18 & 19， Auft・5・188.Pe問 les，a. a. O. S. 86 18) 

" -_. 
--.'. # 



(
盤
-
九
)

ペ
ジ
フ
L

ル
デ
ス
は
、
合
枇
拾
に
於
て
掴
例
、
枕
唱
が
純
益
由
晴
諮

酌
旬

共
に
上
る
と
い
ふ
が
「
其
由
逼
例
と
い
ふ
詞
は
適
切
で
な
い
げ

れ
E
も
、
田
島
々
、
之
が
行
は
れ
る
こ
と
は
事
貨
で
あ
る
。

ピ
で
ー
ヲ
ー
は
、
近
頃
の
法
人
課
税
立
誌
が
法
人
共
も
の
を
謀
す
る
こ
白
重
な
る
瑚
山
由
一
と
し
て
、
此
方
法
が
源
泉
課
砥
由
利
益

E

有
つ
と
い
必
乙
と
を
事
「
る
が
、
其
は
此
を
指
す
曲
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
シ
ワ
品
ヒ
タ
ー
も
、
曾
祉
に
依
る
課
税
に
は
、
脅
一
位
よ
旬
待
ら
る
L

長
所

得
を
租
柏
に
捕
捉
す
る
の
利
盆
あ
り
と
し
‘
テ
A

ル
ヒ
ア

1
也
、
合
引
批
主
車
位
と
し
て
謀
給
す
る
こ
と
は
、
陳
軸
物
骨
の
大
さ
の
容
易
な
る
時
如

方
法
だ
と
い
ふ
こ
と
に
よ

P
て
特
徴
づ
け
ら
る
と
絡
し
、
ェ
ー
ベ
ル
ヒ
も
、
命
凪
に
於
け
る
耐
認
は
‘
各
筒
の
間
常
植
者
に
於
け
る
比
よ
り
も
一

日
刷
融
質
て
る
る
と
い
ひ
、
ア
ダ
ム
ス
も
、
(
合
祉
に
で
謀
粧
す
る
こ
と
に
土
り
て
)
揖
入
制
度
げ
が
明
断
公
平
、
行
政
安
臼
揮
を
刺
す
る
と
と
込
な
る
と

品
加

い
ふ
て
居
る
。

(
駐
ニ

O
)

(
陸
ニ
-
)

ナ
且
ル
ヒ
ア
ー
は
、
株
自
大
多
監
は
一
定
。
投
資
財
産
て
な
{
.
取
引
所
取
引
の
鞠
幽
と
な
り
、
日
々
持
主
を
鎚
躍
す
る
ζ

と
を
註
志

L
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
@

(
健
二
ニ
)

ベ
レ
レ
九
位
、
曾
駐
の
賦
課
は
酷
備
金
白
課
酷
を
曲
作
易
と
す
と
錯
し
、
ェ
ー
ペ
ル
ヒ
も
、
合
祉
白
謀
枯
に
よ
り
て
伯
み
、
副
民
に
分
配

せ
ら
れ
ず
、
替
業
捕
張
、
政
具
、
選
曲
、
準
備
基
金
設
定
に
用
ゐ
ら
れ
る
管
業
制
盆
部
が
鵠
枕
き
る
誌
を
仰
と
鈍
L
.
ロ
ツ
シ
ア
!
は
、
俸
制
合

耐
の
枇
民
自
問
官
・
と
し
て
摘
は
れ
た
る
所
得
の
み
を
謀
枕
す
る
と
き
に
、
往
々
に
し
て
既
に
其
費
本
力
に
よ
り
て
、
共
と
競
争
す
る
筒
人
命
説
に

優
越
し
た
る
此
曾
枇
企
業
が
不
柑
由
な
る
凪
典
を
提
〈
る
こ

H
L
な
る
。
何
ぜ
と
な
れ
ほ
此
骨
世
田
酷
備
金
、
改
良
腕
張
.
負
債
償
越
に
使
仕
れ

mu 

た
る
所
持
部
が
課
脆
か
ら
溢
れ
る
ζ

と
弘
一
な
る
か
ら
と
い
1

ふ。

ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

1
位
、
官
批
に
於
け
る
謀
拾
が
、
外
岡
在
住
由
世
員
を
も
謀
説

L
得
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
俸
制

令
枇
O
位
員
白
み
を
課
す
る
と
き
に
、
外
闘
に
拙
れ
往
〈
間
首
を
捕
誕
L
難
い
と
と
誌
な
る
と
錯
し
、
ェ
ー
ベ
ル
ヒ
も
、
そ
し
て
ピ
A
I
ヲ
ー

も
、
一
位
員
白
与
の
謀
松
田
此
白
怯
鮎
を
註
慰
し
て
居
る
叫

(
駐
ニ
宮
一
)

同
法
人
箇
人
双
方
に
て
の
課
税
の
避
〈
べ
か
ら
.3
る
若
干
の
銚
結
1
|斯
〈
て
技
術
土
、
法
人
筒
人
双
方
営
課

論

法
人
に
闘
す
る
訊
複
関
税
の
問
題

第
二
+
大
谷

丸

九

節

税

議

~ .1 :-
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論

議

法
人
に
闘
す
る
重
複
操
柏
田
問
題

第
一
一
十
六
容

亡う

~~ 

抗

ニ
O

枕
す
る
ご
し
て
、
之
に
も
多
少
の
快
執
が
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
無
視

L
得
ぬ
。
例
之
什
双
方
で
十
分
に
取
る
吉
す

れ
ば
、
法
-
人
じ
於
り
る
課
税
己
て
も
或
皮
ま
で
結
局
.
抗
日
貝
た
る
筒
人
に
於
け
る
謀
税

r
zい
ふ
鮎
か
ら
見
る

ご
、
少
L
〈
重
き
に
過
「
る
嫌
が
あ
り
、
叉
曾
枇
企
業

ω一
抑
制
の
、
皮
を
超
ゆ
る
e

て
乙
の
熔
踏
す
ぺ
き
も
の
も
あ

る
の
で
、
的
多
少
、
法
人
か
筒
人
か
何
れ
か
に
て
出
羽
如
却
を
行
ふ
て
此
弊
を
避
け
や
う
ご
す
る
え
今
度
は
、
此
市
有

加
砲
を
法
人
の
方
に
て
行
ふ
ご
い
ふ
ご
、
そ
し
て
共
を
例
之
、
資
本
の
百
分
率
じ
て
奥
ふ
る
ご
す
る
亡
、
利
盆
多
き

大
な
法
人
が
利
盆
少
量
小
苫
な
法
人
よ
り
も
只
ち
へ
有
利
な
立
場
に
あ
る

ω一
仁
、
過
大
な
る
恩
典
に
輿
か
る
の
燐

が
ゐ
る
(
花
ニ
凹
)
O

此
は
見
様
に
よ
り
て
は
大
し
た
不
蛍
で
は
な
〈
、
見
位
の
こ
ご
は
仕
方
な
き
こ
正
で
も
あ
り
、

利
盆
卒
の
低
い
法
人
は
茸
(
れ

rげ
に
相
常
負
婚
が
幾
に
な
っ
て
目
的
る
正
も
見
ら
る
、
が
、

筒
人
配
常
所
得
に
於
け

る
府
知
山
は
、
一
奥
ら
に
各
人
の
株
を
有
も
及
配
常
を
受
く
る
に
就
い
M

て
の
事
情
の
相
惑
を
精
細
に
考
慮
し
て
両
別
す

る
)
」
ご
の
出
来
す
、
北
(
出
羽
恕
度
合
の
千
逼
一
卒
、
G

な
る
ご
い
ふ
の
不
都
合
が
あ
る
。
併
し
共
も
此
析
の
問
題
に
つ

い

τは
避
〈
ぺ
か
ら
す

t
し
て
辛
棒
す
る
外
な
い
て
』

Z
で
は
あ
る
。
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